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平成 29 年 10 月 27 日 
各  位               
 

会 社 名  都 築 電 気 株 式 会 社 
代表者名  代表取締役社長 江森 勲 

（コード番号 8157 東証第二部） 
問合せ先  執行役員 

経営企画室長 平井 俊弘 
（電 話 番 号 03－6833－7777） 

 

 

株式会社コムデザインとの資本業務提携に関するお知らせ 

 

当社、都築電気株式会社（代表取締役社長：江森 勲、本社：東京都港区）は、平成 29 年

10 月 27 日の取締役会決議をもって、株式会社コムデザイン（代表取締役社長：寺尾 憲二、

本社：東京都千代田区（以下、「コムデザイン」という。））との間で、次世代ＡＩコンタクト

センター事業に関する資本業務提携を行うことについて決議いたしましたのでお知らせ致しま

す。 

 

１．資本業務提携の目的および理由 

当社およびコムデザインは、両社の経営資源・ノウハウ・事業基盤を相互に強化・補

完する体制を構築し、友好的かつ緊密な連携・協力関係のもとにクラウド CTI*1サービ

ス分野におけるコンサルティング ソリューションの発展を期し、資本業務提携を行う

ことで合意をすることに至りました。 

 
*1CTI（Computer Telephony Integration）とは、コンピュータと電話を統合する技術

の総称です。 

 

２．資本業務提携の内容等について 

（１）業務提携の内容等 

当社およびコムデザインは、以下に例示する事項その他の業務提携の内容およびそ

の他の推進方法等について協議するものとし、当該協議において決定された事項に基

づき、業務提携を推進致します。 

① コムデザインと当社グループが有するコンタクトセンター事業展開や顧客ネット

ワークおよびノウハウ、並びに当社グループが保有する IT 技術、商品ラインナ

ップ、全国規模の営業拠点網を相互に共有することにより、事業活動を拡大・発

展させること 

② 当社グループにおけるこれまでのクラウド CTI 製品・サービスにおける知見を活

かしながら、新たな商品開発に取り組むことで、より高い付加価値のある商品を

提供すること 

なお、本業務提携により、当社とコムデザインは、今後、人材の相互交流や共同技

術開発等を進めていくという方向性を共有しております。 

 

（２）資本提携について 

当社は、平成 29 年 11 月 30 日にコムデザインの募集株式を引受けることにより、コ

ムデザイン発行済株式総数の 4.91％*2にあたる 300 株を 27 百万円で取得予定です。 
*2

4.91％は、平成 29 年 9 月 13 日現在の発行済株式総数を基に算出しております。 
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３．相手先の概要 

(1) 名 称 株式会社コムデザイン 

(2) 所 在 地 東京都千代田区麹町 2-3-3 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 寺尾 憲二 

(4) 事 業 内 容 CTI サービス提供 

自社開発「CT-e1/SaaS」の提供、SaaS 事業展開 

CTI ソリューション・パッケージの企画及び販売 受託開発 

電話回線・インターネット、イントラネット等を利用した、

情報処理システム及び CTI ソリューションの受託開発 

(5) 資 本 金 30,000,800 円 

(6) 設 立 年 月 日 2000 年 1 月 12 日 

(7) 発 行 済 株 式 数 5,813 株 

(8) 決 算 期 5 月 

(9) 従 業 員 数 23 人 

(10) 主 要 取 引 先 ＴＩＳ株式会社、ソフトバンク株式会社、都築電気株式会社 

(11) 主 要 取 引 銀 行 みずほ銀行、横浜銀行、三菱東京 UFJ 銀行 

(12)  大株主及び持株比率 

（平成 29 年 10 月 20 日現在） 

寺尾 憲二 

              

99.2％ 

 

(13) 上 場 会 社 と 当 該 

   会 社 と の 関 係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 仕入先 

関連当事者へ 

の該当状況 

該当事項はありません。 

 

４．日程 

 (1) 取締役会決議 平成 29 年 10 月 27 日 

 (2) 契約締結日  平成 29 年 10 月 27 日 

 (3) 払込期日 平成 29 年 11 月 30 日 

 

５．今後の見通し 

本資本業務提携が平成 30 年 3 月期の業績に与える影響につきましては、現在のところ

軽微であると見込んでおります。開示すべき事項が発生した場合には速やかに公表致し

ます。 

 
以 上 


